
 

   登別市フッ化物洗口推進事業補助金交付要綱 

 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、子どものむし歯予防を推進するために実施する登別市フッ化

物洗口推進事業補助金（以下「補助金」という。）を予算の範囲内において交付す

ることに関し、登別市補助金等の事務取扱に関する規則（昭和５４年規則第８号）

に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に

定めるところによる。 

（１）フッ化物洗口 北海道歯・口腔の健康づくり８０２０推進条例（平成２１年

条例第６２号）に規定するフッ化物洗口 

（２）４歳児 事業を実施する年度の初日の前日において４歳に達している児童 

（３）５歳児 事業を実施する年度の初日の前日において５歳に達している児童 

 （補助対象者） 

第３条 補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、市内に設

置された、次の各号のいずれかに該当する施設を運営する団体の代表者とする。 

（１）保育所 子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号。以下「法」とい

う。）第７条第４項に規定する保育所（登別市保育所条例（平成１０年条例第３

号）第２条に規定する保育所を除く。） 

（２）認可外保育所 児童福祉法第６条の３第９項、第１０項及び第１２項に規定

する業務又は同法第３９条第１項に規定する業務を目的とした施設であって、

同法第３４条の１５第２項若しくは同法３５条第４項の認可又は就学前の子ど

もに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成１８年法律

第７７号）第１７条第１項の認可を受けておらず、児童福祉法第５９条の２第

１項の規定により設置届け出が必要とさされる認可外保育施設 

（３）地域型保育 法第７条第５項に規定する地域型保育 

（４）幼稚園 法第７条第４項に規定する幼稚園 

（５）認定こども園 法第７条第４項に規定する認定こども園 

 （補助対象事業） 

第４条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、補助

対象者が運営する施設に在籍する４歳児又は５歳児（以下「対象児童」という。）

に対して実施するフッ化物洗口事業とする。 

 （補助対象経費） 

第５条 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、補助

対象事業に要する経費のうち、次に掲げる経費とする。 



 

（１）薬剤の購入に要する経費 

（２）前号に規定する薬剤を溶解するために必要な容器の購入に要する経費 

（３）歯科医又は薬剤師に係る委託料、報償費その他これに類する経費 

 （補助金の額） 

第６条 補助金の額は、補助対象経費の全額とする。ただし、対象児童の保護者か

ら補助対象経費と同一の経費に係る負担金等を徴収しているときは、当該徴収し

ている金額を控除して得た額とする。 

 （補助金の交付申請） 

第７条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、市長が別

に定める期日までに、登別市フッ化物洗口推進事業補助金交付申請書（別記様式

第１号）に、次に掲げる書類を添えて、市長に申請するものとする。 

（１）事業計画書（別記様式第２号） 

（２）収支計画書（別記様式第３号） 

（３）その他市長が必要と認める書類 

 （交付の決定） 

第８条 市長は、前条に規定する交付の申請があった場合は、速やかにその内容を

審査し、適当と認めたときは登別市フッ化物洗口推進事業補助金交付決定通知書

（別記様式第４号）により、適当でないと認めたときは登別市フッ化物洗口推進

事業補助金不交付決定通知書（別記様式第５号）により、申請者に通知するもの

とする。 

 （事業内容の変更等） 

第９条 補助金の交付の決定を受けた者（以下「交付決定者」という。）は、補助対

象事業の内容を変更又は中止しようとするときは、登別市フッ化物洗口推進事業

補助金交付（変更・中止）承認申請書（別記様式第６号）により、市長の承認を

受けなければならない。ただし、補助対象事業の内容の変更が軽微であって、補

助対象事業に要する経費の配分に著しい変更を及ぼさない場合はこの限りでない。 

２ 市長は、前項の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認め

るときは、登別市フッ化物洗口推進事業補助金交付（変更・中止）承認通知書（別

記様式第７号）により交付決定者に通知するものとする。 

 （調査） 

第１０条 市長は、特に必要と認めたときは、交付決定者に対して、必要な調査を

行うことができる。 

 （実績報告等） 

第１１条 交付決定者は、補助対象事業が終了した日から３０日以内の日又は交付

決定の属する会計年度の３月末日のいずれか早い日までに、登別市フッ化物洗口

推進事業実績報告書（別記様式第８号）に、次に掲げる書類を添えて、市長に報



 

告するものとする。 

（１）収支決算書（別記様式第９号） 

（２）補助対象経費が確認できる書類（領収書等） 

（３）その他市長が必要と認める書類 

２ 市長は、前項の実績報告があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金

の交付の額を確定し、登別市フッ化物洗口推進事業補助金額確定通知書（別記様

式第１０号）により交付決定者に通知するものとする。 

 （補助金の請求等） 

第１２条 前条の規定により補助金の額の確定を受けた交付決定者は、登別市フッ

化物洗口推進事業補助金交付請求書（別記様式第１１号）により市長に補助金の

交付を請求するものとする。 

２ 市長は、前項の請求が適当と認める場合は、速やかに補助金を交付するものと

する。 

 （交付決定の取消し及び補助金の返還） 

第１３条 市長は、交付決定者又は補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれか

に該当するときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の

全部若しくは一部の返還を求めることができる。 

（１）補助金の交付の条件に違反したとき。 

（２）事業の施行方法等が不適当と認められるとき。 

（３）申請等に不正の行為があると認められるとき。 

（４）前３号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めたとき。 

 （書類の整備） 

第１４条 補助金の交付を受けた者は、補助対象事業に係る収入及び支出を明らか

にした帳簿等の証拠書類を整備し、補助金の交付を受けた日の属する会計年度の

翌年度から起算して５年間保管しなければならない。 

 （その他） 

第１５条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。 

 

   附 則（平成３０年告示第６０号） 

 この告示は、平成３０年４月１日から施行する。

 



 

別記様式第１号（第７条関係） 

 

登別市フッ化物洗口推進事業補助金交付申請書 

 

                                  年  月  日  

 

 登別市長  様 

 

                  申請者  住所又は所在地 

                       施設名 

                       氏名又は名称及び代表者名    印   

 

登別市フッ化物洗口推進事業補助金交付要綱第７条の規定により、補助金の交付を受けたい

の、関係書類を添えて申請します。 

 

記 

 

１ 補助対象事業に要する経費及び補助金交付申請額 

   補助対象事業に要する経費               円 

   交付申請額                      円 

 

２ 添付関係書類 

（１）事業計画書（別記様式第２号） 

（２）収支計画書（別記様式第３号） 

（３）歯科医及び薬剤師に関する資料 

（４）その他関係書類 

 

 

 



 

別記様式第２号（第７条関係） 

 

事業計画書 

 

                                  年  月  日  

 

                  申請者  住所又は所在地 

                       施設名 

                       氏名又は名称及び代表者名    印   

 

１ 補助対象事業実施期間 

   事業の実施日（予定）      年  月  日 

   事業の完了日（予定）      年  月  日 

 

２ 補助対象事業に要する経費 

   補助対象事業に要する経費               円 

 

３ 対象児童数（見込） 

月 ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １ ２ ３ 計 

人数              

 注 対象児童は、補助対象事業を実施する年度の初日の前日において４歳に達している児童 

及び５歳に達している児童に限る。 

 

 

 



 

別記様式第３号（第７条関係） 

 

収支計画書 

 

                                  年  月  日  

 

                  申請者  住所又は所在地 

                       施設名 

                       氏名又は名称及び代表者名    印   

 

１ 収入の部 

収入項目 摘要項目 予算額 備考 

市補助金 

   

   

   

会費・負担金 

   

   

   

その他 

   

   

   

合計    

 

２ 支出の部 

支出項目 摘要項目 予算額 備考 

事業費 

   

   

   

   

   

   

その他 

   

   

   

合計    

 



 

別記様式第４号（第８条関係） 

 

                                 登  第   号  

                                  年  月  日  

 

 住所又は所在地 

 施設名 

 氏名又は名称及び代表者名  様 

 

                           登別市長         印  

 

登別市フッ化物洗口推進事業補助金交付決定通知書 

 

     年  月  日付けで申請のありました標記補助金について、登別市フッ化物洗口

推進事業補助金交付要綱第８条の規定により、次のとおり交付することに決定しましたので通

知します。 

 

記 

 

交付決定額 円 

 

【注意事項】 

１ 交付決定の日の属する会計年度の３月末日までに、登別市フッ化物洗口推進事業実績報告

書（別記様式第８号）に関係書類を添えて市長に提出しなければなりません。 

２ 申請の内容に変更が生じたときは、登別市フッ化物洗口推進事業補助金交付（変更・中止）

承認申請書（別記様式第６号）を市長に提出しなければなりません。ただし、補助対象事業

の内容の変更が軽微であって、補助対象事業に要する経費に著しい変更を及ぼさない場合は

この限りではありません。 

３ この交付決定に関する収入及び支出を明らかにした帳簿並びに証拠書類を補助金の交付を

受けた日の属する会計年度の翌年度から起算して５年間整備保管しなければなりません。 

４ 次のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定を取り消すことがあります。また、補

助金を既に交付しているときは、補助金の返還を請求することがあります。 

（１）補助金の交付の条件に違反したとき。 

（２）事業の施行方法等が不適当と認められるとき。 

（３）申請等に不正の行為があると認められるとき。 

（４）前３号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めたとき。 

５ 補助対象事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれるとき又は補助対象事

業の遂行が困難になったときは、速やかに市長に報告し、その指示を受けなければなりませ

ん。 

６ 補助金の請求をするときは、本書の謄本を添付してください。 



 

別記様式第５号（第８条関係） 

 

                                 登  第   号  

                                  年  月  日  

 

 住所又は所在地 

 施設名 

 氏名又は名称及び代表者名  様 

 

                           登別市長         印  

 

登別市フッ化物洗口推進事業補助金不交付決定通知書 

 

     年  月  日付けで申請のありました標記補助金について、登別市フッ化物洗口

推進事業補助金交付要綱第８条の規定により、次のとおり不交付となりましたので通知します。 

 

記 

 

不交付の理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

別記様式第６号（第９条関係） 

 

登別市フッ化物洗口推進事業補助金交付（変更・中止）承認申請書 

 

                                  年  月  日  

 

 登別市長  様 

 

                  申請者  住所又は所在地 

                       施設名 

                       氏名又は名称及び代表者名    印   

 

     年  月  日付け登  第   号で交付決定を受けた事業について、事業内容

等を（変更・中止）したいので、登別市フッ化物洗口推進事業補助金交付要綱第９条第１項の

規定により、次のとおり申請します。 

 

記 

 

１ （変更・中止）の理由（具体的に記入してください。） 

 

 

 

 

 

２ 補助金額 

変更前                     円 

変更後                     円 

差引額                     円 

 

３ 変更の内容（具体的に記入してください。） 

変更前 
 

変更後 
 

 

【添付書類】 

（１）変更等の内容が確認できる書類の写し 

（２）その他関係書類 

 



 

別記様式第７号（第９条関係） 

 

                                 登  第   号  

                                  年  月  日  

 

 住所又は所在地 

 施設名 

 氏名又は名称及び代表者名  様 

 

                           登別市長         印  

 

登別市フッ化物洗口推進事業補助金交付（変更・中止）承認通知書 

 

     年  月  日付けで申請のありました登別市フッ化物洗口推進事業補助金の変更

について、登別市フッ化物洗口推進事業補助金交付要綱第９条第２項の規定により、次のとお

り決定しましたので通知します。 

 

記 

 

審査結果 承認・不承認 

承認・不承認 

の理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

別記様式第８号（第１１条関係） 

 

登別市フッ化物洗口推進事業補助金実績報告書 

 

                                  年  月  日  

 

 登別市長  様 

 

                  申請者  住所又は所在地 

                       施設名 

                       氏名又は名称及び代表者名    印   

 

     年  月  日付け登  第   号で交付決定を受けた登別市フッ化物洗口推進

事業補助金について、登別市フッ化物洗口推進事業補助金交付要綱第１１条第１項の規定によ

り、次のとおり報告します。 

 

記 

１ 補助対象事業に要する経費                円 

 

２ 交付決定額                       円 

 

３ 関係書類 

（１）収支決算書（別記様式第９号） 

（２）補助対象経費が確認できる書類（領収書等） 

（３）その他関係書類 

 

 

 

 

 



 

別記様式第９号（第１１条関係） 

 

収支決算書 

 

                                  年  月  日  

 

                  申請者  住所又は所在地 

                       施設名 

                       氏名又は名称及び代表者名    印   

 

 

 

 

１ 収入の部 

収入項目 摘要項目 決算額 備考 

市補助金 

   

   

   

会費・負担金 

   

   

   

その他 

   

   

   

合計    

 

２ 支出の部 

支出項目 摘要項目 決算額 備考 

事業費 

   

   

   

   

   

   

その他 

   

   

   

合計    

 

 



 

別記様式第１０号（第１１条関係） 

 

                                 登  第   号  

                                  年  月  日  

 

 住所又は所在地 

 施設名 

 氏名又は名称及び代表者名  様 

 

                           登別市長         印  

 

登別市フッ化物洗口推進事業補助金額確定通知書 

 

   年  月  日付けで実績報告を受けた登別市フッ化物洗口推進事業補助金について、

登別市フッ化物洗口推進事業補助金交付要綱第１１条第２項の規定により、次のとおり補助金

額が確定しましたので通知します。 

 

記 

 

確定補助金額 円 

 

【注意事項】 

１ 本補助金額確定通知書を受領したときは、速やかに「登別市フッ化物洗口推進事業補助金

交付請求書（別記様式第１１号）」を提出してください。 

２ 次のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定を取り消し、既に補助金を交付してい

るときは、期限を定めて補助金の交付を受けた者に補助金の返還を求めることがあります。 

（１）補助金の交付の条件に違反したとき。 

（２）事業の施行方法等が不適当と認められるとき。 

（３）申請等に不正の行為があると認められるとき。 

（４）前３号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めたとき。 

 

 



 

別記様式第１１号（第１２条関係） 

 

登別市フッ化物洗口推進事業補助金交付請求書 

 

                                  年  月  日  

 

 登別市長  様 

 

                  申請者  住所又は所在地 

                       施設名 

                       氏名又は名称及び代表者名    印   

 

     年  月  日付け登  第   号で交付決定を受けた登別市フッ化物洗口推進

事業補助金について、登別市フッ化物洗口推進事業補助金交付要綱第１２条の規定により、

次のとおり請求します。 

 

記 

 

確定補助金額 円 

 注 「登別市フッ化物洗口推進事業補助金額確定通知書（別記様式第１０号）」に記載され 

  た金額を記入してください。 

 

【振込先】 

金融機関名  

支店名  

預金種目 □ 普通  □ 当座 

フリガナ 

口座名義 

 

 

口座番号  

 注 請求者氏名と口座名義人は同一としてください。 

 

 

 

 

 

 

 


